
 

 
令和５年度 宮崎県ＰＴＡ連合会規約 

 
          第１章 名称及び事務局 
 
第１条 この会は、宮崎県ＰＴＡ連合会という。 
第２条 この会の事務局は、宮崎市に置く。 
 
          第２章 目的及び方針 
 
第３条 この会は、小学校及び中学校におけるＰＴＡ活動を通して、本県における社会教育、家庭教育の充実に

努めるとともに、家庭、学校及び地域社会の連携を深め、児童・生徒の幸福な成長を図ることを目的とす
る。 

第４条 この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。 
 (1) 児童・生徒の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。 
 (2) 特定の政党や宗教を支持し又は反対することなく、あるいは専ら営利を目的とするような行為は行わな

い。 
  (3) この会は、公私選挙の候補者を推薦しない。 
 (4) この会は、自主独立のものであって、他のどのような団体又は機関の支配や干渉を受けない。 
  (5) この会を構成する単位団体及び会員の自主性を尊重する。 
 (6) 教育行政に干渉しない。 
 
          第３章 活動及び事業 
 
第５条 この会は、第３条の目的を達成するため、前条の方針に従い次の活動及び事業を行う。 
 (1) 市・郡ＰＴＡ(連絡)協議会（以下「市・郡協議会」という。）並びに単位ＰＴＡ相互の連絡提携、情報 

の交換に努める。  
  (2) 社会教育、家庭教育及びＰＴＡ活動に関する調査・研究を行い、その普及に努める。 
 (3) 市・郡協議会及び単位ＰＴＡの要請に応えるため、関係機関との連携を密にし、教育上の問題解決を図 

る。 
  (4) 生涯学習活動を推進し、会員意識の向上を図るため、研修会、講演会、研究大会を開催する。 
  (5) 機関紙、資料及び図書を発行し、又は優良図書等を推薦する。 
 (6) この会の目的に沿い顕著な業績をあげた団体、個人を顕彰する。 
  (7) ＰＴＡ会員（賛助会員を含む）及び児童・生徒・会員の同居の親族・事前登録したボランティアのＰＴ

Ａ活動従事中の傷害・賠償事故に対応するために、ＰＴＡ活動保険に加入し、本県ＰＴＡ活動の円滑な運
営を図る。 

  (8) ＰＴＡ会員がＰＴＡ活動従事中に傷害死亡に該当しない心不全等で発作をおこし、その日から３０日以
内に死亡した場合は、社会通念上の範囲で弔慰金を支給する。詳細については別に定める。 

  (9) その他この会の目的達成に必要な事業を行う。 
 

第４章 組織 
 
第６条 この会は、市・郡協議会に属するＰＴＡの会員を持って組織する。 
  ２ 本会の目的及び方針に賛同し、宮崎県ＰＴＡ連合会から加入を認められた者を賛助会員という。賛助会

員はＰＴＡ活動保険に加入することができる。 
  ３ 本会は、その目的を同じくする関係組織（公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会及び九州ブロックＰＴＡ

協議会）へ加入する。 
第７条 市・郡協議会は、この会の事業、活動促進の役割を担い、単位ＰＴＡとの連絡調整をし、活動促進に広

域的対応を図る。 
第８条 この会の会員は、会費を納めなければならない。 
   ２ 会費は、当該年度の総会で議決された予算の定めるところによるものとし、当該年度における５月１日

現在の単位ＰＴＡ会員の世帯数で、宮崎県ＰＴＡ連合会に納入する。 
 
            第５章 総会及び理事会 
 
第９条 総会は、役員及び代議員で構成され、この会の最高議決機関である。 
    ２ 代議員数は、市・郡協議会ごとに会員の中から、理事会において決定された別表により選出されるもの

とし、うち１名は教職員会員から選ぶものとする。 
 



 

第10条 総会は、定期及び臨時に開催する。 
２ 定期総会は、毎年５月に開催し、臨時総会は理事会が必要と認めたとき又は代議員の５分の１以上の要 
求があったとき開催する。 

第11条 総会は、次の事項を審議決定する。 
(1) 規約の改廃 
(2) 年間スローガン、基本方針、活動計画、事業計画 
(3) 予算及び決算 
(4) 役員の選任 
(5) その他必要と認めた事項 

第12条 総会は、構成員の３分の２以上の出席（又は委任状）がなければ議事を開き決議することはできない。 
２ 地震、風水害他、定期総会を開催することが困難な状況が生じた場合は、書面で議決することができる。 

第13条 総会の議事は、出席者の過半数で決める。 
第14条 総会の議長は、その都度総会で選出する。 
第15条 理事会は、理事、役員で構成し、次の事項を審議決定する。 

(1) 総会に付議すべき事項 
(2) 総会より委任された事項 
(3) 会務運営に関する事項 
(4) 諸規定の設定、変更に関する事項 
(5) その他の団体の設立発起人となり設立準備会の議事に同意すること 
(6) その他会務運営に必要と認めた事項 

第16条 理事会は、構成員の２分の１以上出席しなければ、その議事を開き議決することはできない。  
第17条 理事会の議事は、出席者の過半数で決める。 
 
           第６章 役員・理事及び顧問 
 
第18条 この会の役員・理事は、次のとおりとする。 

(1) 会長１名 
(2) 副会長６名以上（うち１名は県ＰＴＡ研究大会開催地市郡ＰＴＡ（連絡）協議会長とする。） 
(3) 理事若干名 
(4) 顧問若干名 

第19条 会長・副会長は、理事の中から総会で選出することを原則とする。 
    ２ 前項の規定によらない場合は、現に児童又は生徒が小学校又は中学校に在籍する単位ＰＴＡの会員で、 

各市・郡協議会の役職者又は役職経験者も選出の対象とすることができる。 
    ３ 会長・副会長の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 
第20条 会長の職務は、次のとおりとする。 

(1) 会長は、会を代表し会務を統括する。 
(2) 総会及び理事会を招集する。 
(3) 理事会の承認を得て特別委員を委嘱し、事務職員を任命することができる。 

第21条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 
第22条 理事は、各市・郡協議会長及び教職員代表若干名をこれに充てる。ただし、理事は、理事会の決議によ

り各市・郡協議会長以外からも選出することができる。その場合、各市・郡協議会からの理事数は会長
を含めて２名までとする。 

    ２ 教職員代表理事は、総会において選出する。 
    ３ 理事の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 
第23条 顧問は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。 

２ 顧問の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 
第24条 この会に顧問会議を置き、会の運営上重要な事項について会長の諮問に応じて研究協議し、意見を述べ 

ることができる。 
２ 顧問会議は、別に定める顧問会議設置要綱により運営する。 

 
           第７章 役員会及び専門委員会 
 
第25条 この会に役員会を置く。  

(1) 役員会は県ＰＴＡ連合会の会長、副会長で構成し、会長の指示があるときは、事務局職員はその会に出 
席し、事務をとることができる。 

(2) 役員会では次の事項を審議決定する。 
 ① 理事会に付議すべき事項 

  ② 総会、理事会より委任された事項 
  ③ その他日常の会務運営に必要と認めた事項 



 

第26条 この会に次の委員会を置く。 
(1) 総務委員会・・・総務、財政、災害補償、広報等に関すること。 
(2) 事業・研修委員会・・・新規事業等に関すること。研修、研究大会、家庭教育、青少年健全育成、保健、 
給食等に関すること。 

第27条 委員会の委員は理事をもって充て、会長が委嘱する。必要がある場合は、当該委員会の承認を得て学識 
経験者を会長が委嘱する。 

    ２ 委員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 
    ３ 委員会は、委員長１名、副委員長１名を互選する。                  
第28条 委員会は、それぞれ所掌事項について調査研究し、理事会に提案するほか、この会の主催する各種事業 

の立案及び実施に協力する。 
第29条 特に専門的な事項について調査研究する必要があるときは、専門委員会を置くことができる。 
    ２ 専門委員は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。 
    ３ 専門委員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 
    ４ 専門委員は、要請により各種会議に出席して意見を述べることができる。   
 
           第８章 事務局 
 
第30条 この会に事務局を置き、次の事務局職員を置く。 

(1) 事務局長 １名 
(2) 事務職員  若干名 

第31条 事務局職員は、会長の指示に従って次の職務を行う。 
(1) 総会及び理事会の議事並びにこの会の活動に関する重要事項の記録 
(2) 記録、その他の書類の保管 
(3) 庶務、会計事務 
(4) この会の財産の保管 

 
           第９章 監査委員 
 
第32条 この会の業務を監査するため、監査委員３名を置く。 
第33条 監査委員は、代議員の中から総会において選任する。任期は１年とする。 
第34条 監査委員は、必要に応じ、業務及び会計を監査することができる。 
    ２ 監査委員は、必要と認めたときは、理事会に出席し意見を述べることができる。 
 
             第10章 経費 
 
第35条 この会の活動に必要な経費は、会費、補助金、分担金、寄付金及びその他の収入によって賄われる。 
第36条 この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。  
第37条 この会の決算は、監査委員の監査を経て総会に報告し、承認を得なければならない。  
第38条 この会の会計年度は、４月１日から始まり翌年の３月３１日に終わる。 
 

第11章 個人情報の取扱い 
 
第39条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱規則」 

に定め適正に運用するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

附則１ この会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて、理事会の議決を経て定めることができ
る。 

２ 理事会は、細則を制定し又は改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければならない。 
３ この規約は、総会において出席者の３分の２以上が賛成しなければ改正することができない。 

    ４ この規約は、昭和３４年６月５日改正し施行する。 
附則 この規約中第８条の２は、昭和３７年６月５日に改正し、昭和３８年６月１日から施行する。 
附則 この規約中第８条の１は、昭和３９年５月２９日に改正し、昭和４０年６月１日から施行する。 
附則 この規約中第１３条は、昭和４２年６月１２日に改正し、昭和４３年６月１日から施行する。 
附則 この規約中第２条、第８条の１は、昭和４４年６月１３日に改正し、昭和４４年６月１３日から施行する。 
附則 この規約第１条「この会は、宮崎県ＰＴＡ連絡協議会という。」を「この会は、宮崎県ＰＴＡ協議会という。」

に昭和５３年６月２２日に改正し、昭和５３年６月２２日から施行する。 
附則 この規約中第９条、第１４条、第１７条を昭和５４年６月２６日に改正し、昭和５４年６月２６日から施行する。 
附則 この規約は、昭和５５年６月１８日に全面改正し、昭和５５年６月１８日から施行する。 
附則 この規約中第３４条を昭和５６年６月１６日に改正し、昭和５６年６月１６日から施行する。 
附則 この規約中第２５条を昭和５８年６月２０日に改正し、昭和５８年６月２０日から施行する。 附則 この規約 

中第１０条第２項を昭和６２年５月２５日に改正し施行する。 
附則 この規約中第１条「この会は、宮崎県ＰＴＡ協議会という。」を「この会は、宮崎県ＰＴＡ連合会という。」に

平成元年５月２６日に改正し、平成元年５月２６日から施行する。 
附則 この規約中第１９条第２項を平成１３年５月２１日に改正し施行する。 
附則 この規約中第９条第２項を、第２２条第１項を平成１８年５月２４日に改正し施行する。 
附則 この規約中第９条第２項を、第２５条を平成１９年５月２３日に改正し施行する。 
附則 この規約中第１８条第２項を平成２０年５月３１日に改正し施行する。 
附則 この規則の第５条、第６条、第８条を平成２１年２月１５日に改正し、平成２１年４月１日より施行する。 
附則 この規則の第９条、第１８条、第２２条、第２６条を平成２６年５月２４日に改正し施行する。 
附則 この規則の第１８条を平成２７年５月３０日に改正し施行する。 
附則 この規則の第６条を平成２８年５月２８日に改正し施行する。 
附則 この規則の第３９条を平成３０年５月２６日に改正し施行する。 
附則 この規則の第１２条の２、第２６条(4)(5)を令和３年５月２９日に改正し施行する。 
附則 この規約の第９条の２、第１８条の(2)、第２２条の１及び２、第２６条の(1)～(4)を令和５年５月２７日に 

改正し施行する。 
 
                          設立年月日         昭和２５年９月２４日 

                  事務局所在地  〒880-0803 宮崎市旭１－３－10（婦人会館） 

                              TEL 0985-22-3081  FAX 0985-20-9443 


